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２ 県の指導監督事務の体制

（１）認可・届出審査

・所管部署

県の所管部署は、社会福祉事業の種類別に担当が分かれており、以下の通りと

なっている。

根拠法 主な事業 所管部署

児童福祉法 児童福祉施設（保育所除

く）

（知事部局）

地域・家庭福祉課

児童福祉施設（保育所） （教育委員会（教育庁））

幼保推進課

就学前の子どもに関する

教育、保育等の総合的な提

供の推進に関する法律

幼保連携型認定こども園 （教育委員会（教育庁））

幼保推進課

母子及び父子並びに寡婦

福祉法

母子寡婦福祉連合会 （知事部局）

地域・家庭福祉課

老人福祉法 老人居宅介護・デイサービ

ス・短期入所施設等（老人

福祉事業）

（知事部局）

長寿社会課

障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援す

るための法律

障害者介護・自立支援施設

等（障害福祉サービス事

業）

（知事部局）

障害福祉課

身体障害者福祉法 身体障害者福祉協会 （知事部局）

障害福祉課

生活保護法 救護施設（生活保護事業） （知事部局）

地域・家庭福祉課

介護保険法 特別養護老人ホーム等（介

護保険事業）

（知事部局）

長寿社会課

社会福祉法 社会福祉事業団 （知事部局）

福祉政策課

社会福祉協議会 （知事部局）

地域・家庭福祉課

地域振興局福祉環境部
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・認可等

県の所管部署は、監督の対象となる社会福祉法人及び社会福祉施設等に対し、

認可等の業務を行う。

認可等については、法人が設立時、並びに設立後に受けるべきものに区分され

る。設立後の認可等については、法人が①定款変更・合併・解散、及び②基本財産

の処分、担保提供（承認）を行う場合には、事前に所轄庁の認可等（①の場合は認

可、②の場合は承認）を要する。

・届出

社会福祉法人は,社会福祉法第 59 条の規定に基づき、毎会計年度終了後３月以

内に、計算書類等及び財産目録等を所轄庁に届け出なければならない。また、届出

書類のうち、所定の書類については、インターネット等により一般に公表しなけ

ればならない。

資料提出及び開示については、原則として財務会計システム（ＷＡＭＮＥＴ）に

より行うこととされている。

社会福祉法人が届出並びに公表しなければならない書類等は、以下のとおりで

ある。


